
 
 

○ 特 定 無 線 局 の 開 設 の 根 本 的 基 準 （ 平 成 九 年 郵 政 省 令 第 七 十 二 号 ）                     （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

（ ゴ シ ッ ク 体 は 電 波 監 理 審 議 会 へ の 必 要 的 諮 問 事 項 ） 

改 正 案 現    行 

 （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う 特 定 無 線 局 ） 

第 二 条 包 括 免 許 に 係 る 二 以 上 の 特 定 無 線 局 で あ っ て 、 電 気 通 信 業

務 を 行 う こ と を 目 的 と し て 開 設 す る も の は 、 次 の 各 号 の 条 件 を 満

た す も の で な け れ ば な ら な い 。 

 （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う 特 定 無 線 局 ） 

第 二 条 （ 同 上 ） 

一 そ れ ら の 局 を 開 設 す る こ と に よ っ て 提 供 し よ う と す る 電 気 通

信 役 務 が 、 利 用 者 の 需 要 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

一 （ 同 上 ） 

二 包 括 免 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ れ ら の 局 の 運 用 （ 特 定 無

線 局 （ 法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 係 る も の に 限

る 。 ） に あ っ て は 、 そ れ ら の 局 の 最 大 運 用 数 に よ る 運 用 ） に よ

る 電 気 通 信 事 業 の 実 施 に つ い て 適 切 な 計 画 を 有 し 、 か つ 、 当 該

計 画 を 確 実 に 実 施 す る に 足 り る 能 力 を 有 す る も の で あ る こ と 。 

二 包 括 免 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ れ ら の 局 の 最 大 運 用 数 に

よ る 運 用 に お け る 電 気 通 信 事 業 の 実 施 に つ い て 適 切 な 計 画 を 有

し 、 か つ 、 当 該 計 画 を 確 実 に 実 施 す る に 足 り る 能 力 を 有 す る も

の で あ る こ と 。 

三 そ れ ら の 局 を 開 設 す る 目 的 を 達 成 す る た め に は 、 そ れ ら の 局

を 開 設 す る こ と が 他 の 各 種 の 電 気 通 信 手 段 を 使 用 す る 場 合 に 比

較 し て 能 率 的 か つ 経 済 的 で あ る こ と 。 

三 （ 同 上 ） 

四 そ れ ら の 局 が 法 第 二 十 七 条 の 十 二 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 基 地

局 で あ る と き は 、 当 該 特 定 基 地 局 の 開 設 指 針 の 規 定 に 基 づ く も

の で あ る こ と 。 

 

五 そ の 他 そ れ ら の 局 を 開 設 す る こ と が 電 気 通 信 事 業 の 健 全 な 発

達 と 円 滑 な 運 営 と に 寄 与 す る こ と 。 

四 （ 同 上 ） 

  

 


